
議案第７４号 

   第６次鶴ヶ島市総合計画（基本構想）の変更について 

 第６次鶴ヶ島市総合計画（基本構想）の一部を別紙のとおり変更する。 
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      提 案 理 由 

 総合的かつ計画的に市政を運営するため、第６次鶴ヶ島市総合計画（基本構想）の

一部を変更したいので、鶴ヶ島市議会基本条例第８条の規定により、この案を提出す

るものである。 

 



   第６次鶴ヶ島市総合計画（基本構想）の変更について 

 第６次鶴ヶ島市総合計画（基本構想）の一部を次のように変更する。 

 「子ども」を「こども」に変更する。 

７ 土地利用構想(２) 土地利用⑨ 土地利用転換検討地域中「新たに整備する」

を削る。 

 ７ 土地利用構想(３) 土地利用構想図を次のように変更する。 



(3) 土地利用構想図 

 

 


